
 

静岡都市計画地区計画の変更（静岡市決定） 

静岡都市計画地区計画 東静岡地区計画を次のように変更する。 

名 称 東静岡地区計画 

位 置 

静岡市葵区柚木の一部 

同葵区長沼南の全部 

同葵区東静岡一丁目の全部 

同駿河区池田の一部 

同駿河区長沼の一部 

同駿河区曲金六丁目の一部 

同駿河区東静岡二丁目の全部 

面 積 約８６．６ｈａ 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針 

地 区 計 画 

の 目 標 

当地区は静岡、清水両都心のほぼ中間に位置し、主として大規模空閑地であ

る旧国鉄東静岡駅跡地を利用して、国際化、情報化などの進展に対応した高次

な都市機能を備え、ユニークで魅力ある都市空間を持つ新しい都市拠点の形成

を目指すため、土地区画整理事業による基盤整備を行う地区である。 

このため、地区計画の策定により建築物の適切な誘導を進め、土地区画整理

事業の効果の維持を図りつつ、良好な都市環境を創出することを目標とする。 

土 地 利 用 

の 方 針 

地区内においては、旧国鉄東静岡駅跡地を活用し、高次な都市機能を有する

核施設の導入を図る街区、商業・業務系を図る街区及び住居系の立地を図る街

区を計画的に配置し、それぞれの特性に応じた土地利用を促進する。 

核施設の導入を目指す街区は、文化・交流施設、高度情報施設等の集積を図

り、地区の中心的存在とする一方、新都市形成の先導的役割を担う街区として

土地利用を図る。 

商業・業務地区は、新たに予定されている交通の拠点を中心として、新都市

に相応しい空間形成の中に商業・業務施設の整備を図るほか、幹線道路沿線に

おいては、沿道型商業・業務施設の集積を図る。 

また、住居系の立地を図る街区は、駅近接の立地性を生かした快適な住宅環

境の整備を図る。 

地区施設の

整 備 方 針 

機能的な市街地の整備を図るため、主要幹線である国道１号及び南幹線をは

じめ、地区内幹線道路及び区画道路を土地区画整理事業により整備するととも

に、公園及び緑地を適切に配慮し、周辺環境の保全、向上に努める。 

建築物等の

整 備 方 針 

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、新都市に相応しい良好な都市

景観を創出するために建築物等の用途、規模及び意匠等に配慮するとともに、

うるおいのある都市空間を創出するためオープンスペースの積極的な確保に

努める。 
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地 区 の 

区 分 

区分の 

名 称 
核  施  設  地  区 

区分の 

面 積 
約１７．８ha 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

(１) 建築基準法別表第２(ほ)項第２号及び第３号並びに(り)項 

第２号及び第３号に掲げる建築物 

(２) 戸建住宅、共同住宅及び併用住宅 

(３) 工場 

(４) 倉庫 

建築物の容積率

の 最 高 限 度 

建築基準法別表第２(へ)項第３号に掲げる建築物は３００％ 

ただし、総合設計制度等の場合にはこの限りではない。 

建築物の建蔽率

の 最 高 限 度 

 

８／１０ 

 

建築物の敷地面

積 の 最 低 限 度 

 

１，０００㎡ 

 

建築物の高さの

最 高 限 度 又 は 

最 低 限 度 

建築物の高さの最低限度は９ｍとする。 

壁 面 の 位 置 

の 制 限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面若しくは門又は塀から道路

境界線までの距離は計画図のとおりとする。ただし、公共用歩廊その

他これらに類するものについてはこの限りではない。 

建築物の形態又

は 色 彩 そ の 他 

意 匠 の 制 限 

建築物の外壁、屋根等の色彩は原色を避けるなど、周辺環境に配慮

した落ち着きのある色調とする。屋外広告物及び植栽方法について

は、地区全体の都市景観を損ねないよう十分配慮したものとする。 

東静岡南口駅前通線、東静岡北口駅前通線、東静岡中央線に面する

店舗等の１階部分のシャッターは透視可能なものとする。 

垣 又 は さ く の 

構 造 の 制 限 
‐ 

区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり。 

建築物の敷地面積の最低限度の適用除外規定については別紙のとおり。 
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地 区 の 

区 分 

区分の

名 称 
商 業 ・ 業 務 地 区 

区分の

面 積 
約１３．０ha 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

(１) １階部分を住宅又は共同住宅の住戸の用に供する建築物 

(２) 戸建住宅 

(３) 建築基準法別表第２（と）項第２号（ただし、作業場の床面積

の合計が３００㎡を超えない自動車修理工場を除く。）、第３号及

び第４号に掲げる建築物 

(４) 倉庫 

建築物の容積率

の 最 高 限 度 

基本となる容積率が５００％の地区において 

敷地面積３００㎡未満は３００％ 

同３００㎡以上５００㎡未満は３００＋(Ｓ－３００)％ 

同５００㎡以上は５００％ 

基本となる容積率が４００%の地区において 

敷地面積３００㎡未満は２００％ 

同３００㎡以上５００㎡未満は２００＋(Ｓ－３００)％ 

同５００㎡以上は４００％ 

ただし、総合設計制度等の場合にはこの限りではない。 

建築物の建蔽率

の 最 高 限 度 
‐ 

建築物の敷地面

積 の 最 低 限 度 

 

３００㎡ 

 

建築物の高さの

最 高 限 度 又 は 

最 低 限 度 

建築物の高さの最低限度は６ｍとする。 

壁 面 の 位 置 

の 制 限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面若しくは門又は塀から道路

境界線までの距離は計画図のとおりとする。ただし、公共用歩廊その

他これらに類するものについてはこの限りではない。 

建築物の形態又

は 色 彩 そ の 他 

意 匠 の 制 限 

建築物の外壁、屋根等の色彩は原色を避けるなど、周辺環境に配慮

した落ち着きのある色調とする。屋外広告物及び植栽方法について

は、地区全体の都市景観を損ねないよう十分配慮したものとする。 

東静岡南口駅前通線、東静岡北口駅前通線、東静岡中央線に面する

店舗等の１階部分のシャッターは透視可能なものとする。 

垣 又 は さ く の 

構 造 の 制 限 

 道路に面するかき又はさくは生垣あるいは透視可能なフェンス等

によるものとし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはな

らない。 

 ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。 

(１) 高さ０．４ｍ以下のもの 

(２) 門、門柱 

(３) 門の袖、その長さが２．０ｍ以下のもの 

区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり。 

建築物の敷地面積の最低限度の適用除外規定については別紙のとおりとする。 
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地 区 の 

区 分 

区分の

名 称 
沿 道 商 業 ・ 業 務 地 区 

区分の

面 積 
約１８．６ha 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

(１) 商業地域においては、建築基準法別表第２（り）項第２号及び 

第３号に掲げる建築物 

(２) 中央幹線及び南幹線に面する建築物の１階部分を住宅又は共同 

住宅の住戸の用に供する建築物 

(３) 倉庫 

建築物の容積率

の 最 高 限 度 

基本となる容積率が４００％の地区において 

敷地面積３００㎡未満は２００％ 

同３００㎡以上５００㎡未満は２００＋(Ｓ－３００)％ 

同５００㎡以上は４００％ 

基本となる容積率が３００％の地区において 

敷地面積３００㎡未満は２００％ 

同３００㎡以上５００㎡未満は２００+１/２(Ｓ－３００)％ 

同５００㎡以上は３００％ 

ただし、総合設計制度等の場合にはこの限りではない。 

建築物の建蔽率

の 最 高 限 度 
‐ 

建築物の敷地面

積 の 最 低 限 度 

 

３００㎡ 

 

建築物の高さの

最 高 限 度 又 は 

最 低 限 度 

建築物の高さの最低限度は６ｍとする。 

壁 面 の 位 置 

の 制 限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面若しくは門又はへいから道

路境界線までの距離は計画図のとおりとする。ただし、公共用歩廊そ

の他これらに類するものについてはこの限りではない。 

建築物の形態又

は 色 彩 そ の 他 

意 匠 の 制 限 

建築物の外壁、屋根等の色彩は原色を避けるなど、周辺環境に配慮

した落ち着きのある色調とする。屋外広告物及び植栽方法について

は、地区全体の都市景観を損ねないよう十分配慮したものとする。 

東静岡南口駅前通線、東静岡北口駅前通線、東静岡中央線に面する

店舗等の１階部分のシャッターは透視可能なものとする。 

垣 又 は さ く の 

構 造 の 制 限 

道路に面するかき又はさくは生垣あるいは透視可能なフェンス等

によるものとし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはな

らない。 

ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。 

(１) 高さ０．４ｍ以下のもの 

(２) 門、門柱 

(３) 門の袖、その長さが２．０ｍ以下のもの 

区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり。 

建築物の敷地面積の最低限度の適用除外規定については別紙のとおり。 
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地区の 

区分 

区分の

名称 
都 市 居 住 地 区 

区分の

面積 
約８．９ha 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

(１) 建築基準法別表第２（ほ）項第２号及び第３号並びに 

（と）項第２号、第３号及び第４号に掲げる建築物 

(２) 床面積の合計が３０㎡を超える倉庫 

建築物の容積率

の 最 高 限 度 

戸建住宅以外の建築物について 

 敷地面積１５０㎡未満は２００％ 

 同１５０㎡以上５００㎡未満は２００＋２/７(Ｓ－１５０)％ 

 同５００㎡以上は３００％ 

戸建住宅は２００％ 

建築物の建蔽率

の 最 高 限 度 

 

‐ 

 

建築物の敷地面

積 の 最 低 限 度 

 

１００㎡ 

 

建築物の高さの

最 高 限 度 又 は 

最 低 限 度 

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線

又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たも

のに１０ｍを加えたもの以下とする。 

戸建住宅においては、最高高さ１２ｍとする。 

壁 面 の 位 置 

の 制 限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱のから道路境界線までの距離は計

画図のとおりとする。 

建築物の形態又

は 色 彩 そ の 他 

意 匠 の 制 限 

建築物の外壁、屋根等の色彩は原色を避けるなど、周辺環境に配慮

した落ち着きのある色調とする。屋外広告物及び植栽方法について

は、地区全体の都市景観を損ねないよう十分配慮したものとする。 

垣 又 は さ く の 

構 造 の 制 限 

 道路に面するかき又はさくは生垣あるいは透視可能なフェンス等

によるものとし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはな

らない。 

 ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。 

(１) 高さ０．４ｍ以下のもの 

(２) 門、門柱 

(３) 門の袖、その長さが２．０ｍ以下のもの 

区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり。 

建築物の敷地面積の最低限度の適用除外規定については別紙のとおり。 

 

 

 

 

 



 

 

別 紙 

 

 

 下記のいずれかに該当する土地については、前記の建築物の敷地面積の最低限度（以下「最低

限度」という。）は適用しない。（ただし、下記事由が発生する際、最低限度の規定に違反してい

るものは除く。） 

 

１ 最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有

権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用することができる土地で、その一部を道路

法（昭和 27年法律第 180 号）による道路の用に供するため、その用に供する部分の土地を除い

た全部を一つの敷地として使用するもの。 

 

２ 土地区画整理法（昭和 29年法律第 199 号）第 103 条第１項の規定による換地処分又は同法第

98 条第１項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全

部を一つの敷地として使用するもの。 



変 更 概 要 

１  地区計画区域及び面積を変更する。  

名 称 変更前 変更後 備 考 

東静岡地区計画 約 86. 7   ha 約 86. 6  ha 約0. 08 ha減 

２  各地区区分及び面積を変更する。  

地区の名称 変更前 変更後 備 考 

核施設地区 約 17. 8   ha 約 17. 8  ha 

商業・ 業務地区 約 13. 1   ha 約 13. 0  ha 約0. 08 ha減 

沿道商業・ 業務地区 約 18. 6   ha 約 18. 6  ha 約0. 04 ha減 

都市居住地区 約  8. 9  ha 約  8. 9  ha 約0. 03 ha減 



静岡都市計画地区計画の変更
東静岡地区計画 （静岡市決定）

位置図

第 号議案附図

Ｎｏ．１

東静岡地区



静岡都市計画地区計画の変更
東静岡地区計画 （静岡市決定）

拡大図

第 号議案附図

Ｎｏ．２

東静岡地区

①地区（ 除外）
面積 約0. 1009ha

②地区（ 編入）
面積 約0. 007ha

③地区（ 編入）
面積 約0. 009ha


